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～～～～～～～～～～～  

午 後 2 時 0 0 分  開 会 

○議長（渡辺照夫） これより、平成２３年第１回鳥取県西部広域行政管理組合議

会臨時会を開会いたします。  

 直ちに、本日の会議を開きます。  

 

～～～～～～～～～～～～  

諸 般 の 報 告  

○議長（渡辺照夫） 地方自治法第２９２条において準用する同法第１２１条の規

定により、本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、お手元の報告書の

とおりでありますので、ご了承願います。  

 また、監査委員から報告のありました例月出納検査の結果については、お手元に

その写しを配布しておりますので、ご了承願います。  

 なお、本日の議事日程は、お手元に配布しております日程書のとおり行いたいと

思います。  

 この際、新しく本組合議員となられました南部町議会選出、足立喜義議員をご紹

介いたします。  

○１２番（足立喜義）  昨年の１１月４日の臨時会におきまして、南部町議会議長

に就任いたしました足立と申します。  

 前石上議長の後を引き継いでおりますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～  

第１  議席の指定  

○議長（渡辺照夫） それでは、日程第１、議席の指定を行います。  

 先ほどご紹介申し上げました足立議員の議席は、組合議会会議規則第３条第１項

の規定により１２番に指定いたします。  

 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～  

第２  会議録署名議員の指名  

○議長（渡辺照夫） それでは、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、組合議会会議規則第４７条の規定により、８番、松下議員及

び１０番、橋井議員を指名いたします。  

 

～～～～～～～～～～～  

第３  会期の決定  
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○議長（渡辺照夫） 次に日程第３、会期の決定を議題といたします。  

お諮りいたします。  

 本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 

○議長（渡辺照夫） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日と決定いたしました。  

 

～～～～～～～～～～～  

第４  常任委員の選任  

○議長（渡辺照夫） 次に日程第４、常任委員の選任を行います。  

 現在、総務消防教育常任委員会委員が一人の欠員となっております。  

 欠員になっております総務消防教育常任委員会委員については、委員会条例第８

条第１項の規定により、１２番、足立議員を指名し、選任いたします。  

 

～～～～～～～～～～～  

第５  議案第１７号  

○議長（渡辺照夫） 次に日程第５、議案第１７号を議題といたします。  

 これより、決算審査特別委員長の審査報告を求めます。  

 ６番、伊藤議員。  

○６番（伊藤ひろえ）  議長。 

○議長（渡辺照夫） 伊藤議員。  

○６番（伊藤ひろえ）（登壇） 決算審査特別委員会の審査経過の概要につきまして、

ご報告申し上げます。  

 本委員会において審査してまいりました案件は、去る平成２２年１１月定例会に

提出されて以来、閉会中の継続審査となっておりました議案第１７号、平成２１年

度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計等の決算認定についてでございます。 

 本議案の審査に当たりましては、執行部に対し、決算書などに基づき詳細な説明

を求めるとともに、必要な資料を要求いたしました。  

 その上で、各会計の予算の執行が、関係法令に沿って、適正かつ効率的に行われ

たのかどうか。また、各事業の目的がどの程度達成され、圏域住民サービスや福祉

の向上にどのように貢献したか、との視点から慎重に審査を行いました。  

 審査の過程におきまして、各委員から組合事業について意見及び要望がございま

したので、以下、ご報告いたします。  
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 まず、意見についてでございますが、桜の苑の管理運営等についてでございます。  

 桜の苑の維持管理計画と火葬場使用料との関係性、また、そのことに伴う火葬場

使用料の額の適正化を検討することについての意見がございました。  

 次に、溶融スラグの有効活用についてでございます。 

 今後も、再利用率の向上に努めるとともに、構成市町村に対して、積極的な使用

の促進を働きかけたらどうかといった意見がございました。  

 次に、要望についてでございますが、随意契約の妥当性についてでございます。  

 随意契約の内容を再度精査され、入札による契約の推進に努めるよう要望するも

のでございます。 

 次に随意契約における創意工夫についてでございます。  

 随意契約における契約金額を、より安価にする方策として、複数年に渡る契約や

複数業務の総合的な契約についても、今後、調査・検討するよう要望するものでご

ざいます。 

 このような審査の経過を踏まえ、議案第１７号について、採決いたしましたとこ

ろ、全会一致で、本議案を認定すべきものと決しました。  

 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。  

○議長（渡辺照夫） これより質疑に入ります。  

質疑ありませんか。  

 

（「なし」と呼ぶものあり）  

 

○議長（渡辺照夫） 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  

 これより、討論に入ります。  

 討論ありませんか。  

 

（「なし」と呼ぶものあり）  

 

○議長（渡辺照夫） ないものと認め、討論を終結いたします。  

これより、議案第１７号を採決いたします。  

 委員長の報告は、原案認定であります。  

 委員長の報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。  

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 

○議長（渡辺照夫） ご異議なしと認めます。 

 よって本件は、原案のとおり認定されました。  
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

第６  議案第１号及び議案第２号  

 

○議長（渡辺照夫） 次に、日程第 6、議案第１号及び第２号の２件を一括して議

題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 野坂管理者。  

○管理者（野坂康夫）（登壇） ただ今、一括ご上程をいただきました議案第 1 号及

び議案第２号についてご説明を申し上げます。 

 まず、議案第１号は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２２年

１２月１７日に専決処分をいたしました鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員

の給与の特例に関する条例の一部改正についてご報告を申し上げ、ご承認をお願い

するものでございまして、今回の改正は、本組合が一般職の職員の給与等に関する

条例の規定により例としております米子市一般職の職員の給与に関する条例等の一

部が平成２２年８月１０日の人事院勧告を踏まえて、国家公務員の給与改定に準じ

て改正され、行政職給料表の平均０．１パーセントの減額改定と、期末勤勉手当の

支給月数の０．２月の引き下げを行ったことから、本組合におきましても、これと

同様の取り扱いをするよう、所要の改正をいたしたものでございます。  

 続きまして、議案第２号は、平成２２年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計

予算の第２回補正についてお願いをするものでございまして、今回の補正は、人事

院勧告を踏まえた給与改定によります減額や、中途退職１名と希望退職３名分の退

職手当の増額、財源率変更によります共済費の増額で、人件費を増額いたしており

ますほか、投資的経費では、病院群輪番制病院設備整備事業におきまして、県補助

金の交付決定に伴い、２病院に対する補助金の新規計上を行い、あわせて起債等の

特定財源を伴う事業につきましても契約実績等により、減額をいたしますとともに、

物件費、維持補修費、補助費等につきましては、入札契約実績や年度内の執行状況

等を勘案して、減額を行っておりまして、積立金におきましては、退職積立金を職

員の給料年額の１００分の２．２９の割合で積み増しをいたしております。  

 また、今回の補正予算では、昨年１２月３１日から本年１月１日の豪雪に伴い、

１２月３１日から１月４日にかけて消防職員の非常招集を行いまして、各消防署、

出張所の消防隊と救急隊の人員を確保したことによる時間外勤務手当と、豪雪によ

り救急件数が増加したことによる車両用燃料費の増加分につきましても、必要額を

措置いたしております。 

 その結果、今回の補正予算におきましては、歳入歳出それぞれ８ ,４１８万円を増

額し、補正後の予算額を５８億１ ,９５２万７千円といたしております。  
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 あわせて、市町村負担金におきましては、６ ,７９１万１千円の減額をいたしてお

ります。  

 これは、歳出の増額８,４１８万円に県支出金や、繰入金といった特定財源の増額

分９,６９１万１千円と、前年度繰越金の確定による増加分、４ ,３９４万８千円を

財源充当いたしたことによるものでございます。  

 以上、各議案につきまして、ご説明を申し上げましたが、よろしくご審議をいた

だき、ご賛同を賜りますよう、お願いを申し上げます。  

○議長（渡辺照夫） これより２件に対する質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

 

（「なし」と呼ぶものあり）  

 

○議長（渡辺照夫） 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  

 ただいま議題となっております２件につきましては、お手元に配布しております

付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託をいたします。  

 委員会審査のため暫時休憩いたします。  

 

午後２時１５分 休憩 

午後２時５３分 再開 

 

○議長（渡辺照夫） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

それでは、議案第１号及び第２号の２件を一括して議題といたします。  

これより２件の議案について、各委員会の審査報告を求めます。  

始めに総務消防教育常任委員会の審査報告を求めます。  

福原委員長。  

○１４番（福原 實）  議長。 

○議長（渡辺照夫） 福原委員長。  

○１４番（福原 實）（登壇） 総務消防教育常任委員会の審査報告をいたします。 

 当委員会に付託されました議案２件について、先ほど委員会を開き審査をいたし

ました結果、まず、議案第１号、専決処分について  鳥取県西部広域行政管理組合一

般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、全

会一致で原案のとおり、承認すべきものと決しました。  

 次に、議案第２号、平成２２年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算  

補正第２回のうち当該委員会の所管部分については、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。  

 以上で審査報告を終わります。  
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○議長（渡辺照夫） 次に、民生環境常任委員会の審査報告を求めます。  

 野坂委員長。  

○１番（野坂道明） 議長。 

○議長（渡辺照夫） 野坂委員長。  

○１番（野坂道明）（登壇）  民生環境常任委員会の審査報告をいたします。  

 当委員会に付託されました議案１件について、先ほど委員会を開き審査をいたし

ました結果、議案第２号、平成２２年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正

予算（補正第２回）のうち、当該委員会の所管部分については、全会一致で原案の

とおり可決すべきものと決しました。  

 以上で審査報告を終わります。  

○議長（渡辺照夫） 以上で委員長の報告は終わりました。  

 それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

 

（「なし」と呼ぶものあり）  

 

○議長（渡辺照夫） 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 討論はございませんか。  

 

（「なし」と呼ぶものあり）  

 

○議長（渡辺照夫） 別にないものと認め、討論を終結いたします。  

 これより２件の議案を順次採決いたします。  

 はじめに、議案第１号、専決処分について  鳥取県西部広域行政管理組合一般職の

職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたし

ます。 

 本件に対する委員長の報告は、原案承認であります。  

 原案のとおり承認することにご異議ございませんか。  

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 

○議長（渡辺照夫） ご異議なしと認めます。 

 よって本件は、原案のとおり承認されました。  

 次に、議案第２号、平成２２年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算

を採決いたします。  
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 本件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 

 原案のとおり可決することにご異議ございませんか。  

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 

○議長（渡辺照夫） ご異議なしと認めます。 

 よって本件は、原案のとおり、可決されました。  

 

 

～～～～～～～～～  

閉   会 

○議長（渡辺照夫） 以上で本臨時会に付議された事件は、すべて議了いたしまし

た。 

これをもって、平成２３年第１回鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会を閉会

をいたします。  

ご苦労様でございました。 

 

 

午後２時５７分  閉会 
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地方自治法第２９２条において準用する同法第１２３条第２項の規定により署名

する。 

 

 

 

 

鳥取県西部広域行政管理組合議会議長    渡 辺 照 夫 

 

 

 

 

 

同       議員    松 下   克 

 

 

 

 

同       議員    橋 井 満 義 
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平成２３年１月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年第１回鳥取県西部広域 

行政管理組合議会臨時会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県西部広域行政管理組合議会  


